
 

 

 

（平成２８年７月１２日） 

相談事例  

インターネットのアルバイト情報サイトで、芸能事務所のエキストラ募集を見て申し込んだ。

事務所に出向くと、エキストラ登録後に「短編映画のオーディションを受けてみないか」と勧め

られ、事務所主催のオーディションを受けた。昨日、事務所に呼び出され、オーディションに合

格したと告げられたが、映画出演のためには半年間ダンスや演技のレッスンに通う必要があり、

３０万円の費用がかかると言われた。高額なので支払えないと断ったが、「せっかくのチャンスだ

から」「分割払いもできる」などと長時間説得され、断りにくい雰囲気になってしまい、契約して

しまった。しかし、エキストラのアルバイトをするつもりだったのに仕事は紹介されず、月々の

支払いも負担なので解約したい。                    （２０歳代 女性） 
 

 

★ アルバイトに応募する際は内容をよく確認しましょう！ 

近年、インターネット上のアルバイト情報サイトやＳＮＳの求人広告などを利用して、アルバイトを探す方

が増えています。希望する職種等を入力するだけで検索できるサイトもあり、申込みの手続きも簡単です。

しかし、トップページには簡単な仕事内容や給与、勤務地などしか掲載されておらず、詳細については別

のページに記載されていることがほとんどです。アルバイトに応募する際は、必ず事前に、仕事の内容や

勤務条件等をよく確認しましょう。また、中には、本事例のように、応募者に商品やサービス等を販売する

ことが目的であると思われる事業者もいますので、気を付けましょう。 

★  本来の目的と違う内容の契約を勧められたら要注意！ 

   アルバイトをするつもりで芸能事務所に出向いたのに、結果的に、高額なレッスン契約をしてしまったと

いう相談が多く寄せられています。本来の目的と違う内容の契約を勧められた時に、安易に応じてはい

けません。強い口調で迫られたとしても、不本意な契約なら、きっぱりと断りましょう！ 

★  困ったときには消費生活センターに相談を！ 

本事例のように販売目的を隠して呼び出し契約をさせた場合は、特定商取引法に規定するアポイント

メントセールスに該当し、同法に基づくクーリング・オフが可能です。契約してしまっても解約できる場合

がありますので、お困りの際は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。 

 

 

 

＜悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください＞ 

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せ

ください。  https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/honnin-form.html 

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。 

エキストラのバイトをするはずが、高額なレッスン契約をする羽目に！ 
～バイトは紹介されず、オーディション合格後レッスンが必要と言われた～ 

～消費者注意情報～ 

ココに注意！・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス 

東京都消費生活総合センター 

東京都消費生活総合センター 

０３－３２３５－１１５５（相談専用電話） 
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